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市民一人ひとりが，生涯を通じて自らの食について考え，健全な食生活を実践して

いくためには，進むべき方向性を明確にすることが必要です。

前章の「食」を取り巻く現状と課題では，食にかかわるテ－マを家庭，学校，地域

という毎日の生活の各場面と，食の安全・安心や食に関する情報提供等の６項目に分

けましたが,食を巡って様々な問題が生じていることが明らかとなりました。

このため，それらの問題を次のとおり４つの課題に整理し，それに基づく４点を基

本的な方向性とし，食育を推進していくこととします。

２ 食育推進の基本的な方向性

(1) 家庭

(2) 学校・保育所等

(3) 地域

(4) 安全・安心な食の確保

(5) 農業・食品関連産業等

(6) 食に関する情報提供等

「食」を取り巻く現状と課題
における項目

(1) 「食」の大切さが忘れられている

(2) 安全・安心な食が求められている

(3) 地場の農産物，食材等の良さが知られていない

(4) 関係者の連携が十分ではない

課 題

（１） 「食」の大切さについての理解の促進

（２） 安全・安心な食の推進

（３） 地産地消を生かした食育の推進

（４） 関係者が連携した食育の推進

基 本 的 な 方 向 性
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(1) 「食」の大切さについての理解の促進

食育の基本は家庭にあります。家族ぐるみで食と健康に対する認識を高め，望まし

い食習慣を身に付けることが重要です。

また，心身の健康に関わる知識等を身に付けるだけでなく，様々な体験活動などを

通して食に関する感謝の念や理解を深めることも大切です。

＜①食生活と健康に対する意識の向上＞

・市民一人ひとりが，食事と健康に関する正しい知識を身に付けることができるよう
食に関する普及啓発を図ります。

・望ましい食習慣を身に付け，健康維持を図ることができるよう努めます。

・食に関する経験を通して，食にかかわる人々の努力などを理解し，食に対する感謝
の気持ち，食材の大切さと環境への配慮，食を大切にする心を育みます。

・食事や栄養に関する適切な情報の提供に努めます。

・成長・発達段階に応じた取組を進めます。

＜②家庭における調理の普及＞

・基本的な調理技術の向上や中食等の利用法，行事食等の調理方法についての普及を
図ります。

・食卓を通し，食事の楽しさや食事のマナー，日本型食生活などについて理解が深ま
るよう努めます。

＜③地域における食育の推進＞

・生活習慣病の予防や健康の増進ができるよう，関係者が連携して，栄養成分表示や
食事バランスガイドの普及・活用など，地域における食環境の整備に努めます。

・食生活改善推進員をはじめ幅広く人材を活用し，食に関するボランティア活動の推
進に努めます。

， 。・農業や食品加工などの体験を通しながら 食についての理解を深めるよう努めます

＜④学校や保育所等における食育の推進＞

・学校においては，給食の時間や家庭科，総合的な学習の時間など，教育活動全体を
通じ食に関する指導の充実を図ります。

・保育所，幼稚園においては，日々の生活体験の中で，食に対する興味や関心を深め
る活動を進めます。

・給食を「生きた教材」として地場農産物の積極的使用や体験活動，生産者等との交
流などの取組を進めます。

・子どもたちが正しい食生活を実践できるよう，家庭と連携した取組を行います。
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(2) 安全・安心な食の推進

食の安全性の確保は食生活における基本的な課題です。

安全で安心で健全な食生活を実践するためには，食材や食品の提供者がその安全性

の確保に努めるとともに，消費者も，食品の安全性をはじめとする食に関する知識と

理解を深めることが大切です。

＜①安全な食材，食品の提供＞

・生産者や農業関係者，食品関連事業者等は，安全に対する知識や技術の向上と人材
の育成等を図り，安全・安心な食品を提供し，消費者の信頼を確保するよう努めま
す。

・食品の製造・販売・調理等を行う施設や卸売市場の監視・指導を行い，衛生水準の
向上や衛生管理の徹底を図るなど，食品の安全を確保するための取組を一層推進し
ます。

＜②安全に関する知識や情報の提供＞

・消費者が食品の安全に対する知識を身に付け，正しい食の選択や衛生管理を実践で
きるよう知識の普及啓発および適切な情報の提供に努めます。

・生産者や農業関係者は，地場農産物の安全性や優れた点などについて，積極的な情
報発信に努めます。

(3) 地産地消を生かした食育の推進

本市は良好な自然環境の中で育てられる安全・安心な農産物に恵まれています。ま

た，市街地を農村地域が取り囲んでいるため，生産地と消費地が近く，新鮮で良質な

地場の農産品を享受できる環境にあります。こうした地域特性を食育の推進に生かし

ていくことが大切です。

＜①地場農産物等の活用＞

・地場の農産物や食品のよさなど，農業や食品関連産業等についての理解を深め，地

場農産物等の積極的な使用に努めます。

・地場の食材を活かした製品開発に努めます。

・学校・保育所等における給食に，地場農産物を積極的に使用するよう努めます。

＜②生産者と消費者の交流＞

， 。・農業体験等を通じた交流により 消費者と生産者の信頼関係の構築に取り組みます
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＜③地場農産物等の情報提供＞

・地場農産物の安全性や優れた点を積極的にＰＲします。

・地場の食材の魅力を伝え，地産地消の推進に努めます。

(4) 関係者が連携した食育の推進

食育については，これまでも関係者の間で様々な取り組みが行われてきました。今

後，さらに効果的に推進するためには，関係機関・団体のネットワークづくりや地域

におけるボランティア活動を推進することが大切です。

＜①関係機関・団体と連携した食育の推進＞

， ， ，・市民や関係者が それぞれの役割に応じて主体的に活動するとともに 連携を図り
効果的な取組が行われるよう努めます。

・食に関する適切な情報を提供できるよう環境整備に努めます。

＜②ボランティアを活用した食育の推進＞

・食生活改善推進員をはじめ幅広く人材を活かし，食育ボランティアとして登録し，
多様な食育活動の展開に努めます。

 

基 本 理 念 ： 生 涯 を 通 じ て 心 身 と も に 健 康 で い き い き 暮 ら す ，  

豊 か な 人 間 性 の 実 現  

市 民 運 動 と し て 推 進  

家  庭  
学 校 ・ 保 育 所 等  地    域  

保 健 医 療 関 係 者  

食 品 関 連 事 業 者  

関 係 団 体  

教 育 ・ 保 育 関 係 者

農 業 関 係 者

ボ ラ ン テ ィ ア 等

子 ど も の 保 護 者

（ 市 民 ）  

連  携  

行 政  

国  北 海 道  

旭 川 市 食 育 推 進 会

食 育 の 推 進  

市  


